
令和４年２月教育委員会議定例会 議事日程 

 

 

日 時 令和４年２月 10日（木） 

 午前９時 30分より 

場 所 町民センター ２Ａクラブ室 

 

１ 開会宣言 

 

２ 署名委員の指名 

 

３ 教育長事務報告 

 

４ 付議事項  

（１）議案第 21号 二宮町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則について 

 （２）議案第 22号 令和３年度二宮町一般会計補正予算（第 12号補正）について 

 

５ 報告・協議事項 

 （１）令和４年度二宮町教育委員会基本方針について 資料 No.１ 

 （２）二宮町小中一貫教育推進計画（案）について  資料 No.２ 

 （３）令和４年度小・中学校給食実施計画表について 資料 No.３ 

 （４）その他 

 

 

 ＊ 次回教育委員会議予定 

 

６ 閉会宣言 



 



令和４年２月定例教育委員会議 教育長事務報告 

 

                      （R４.１.21～R４.２.９） 

月 日 曜日 内  容 

１ 21 金 定例教育委員会議 

１ 21 金 総合教育会議 

１ 25 火 神奈川県中地区教育長会議（書面開催） 

１ 29 土 二宮町防災講演会 

２ １ 火 政策会議 

２ １ 火 二宮町総合計画策定委員会 

２ １ 火 二宮町いじめ問題対策連絡協議会 

２ ２ 水 二宮町児童・生徒安全対策協議会 

２ ４ 金 二宮町図書館協議会 

２ ８ 火 二宮町文化財保護委員会（書面開催） 

２ ９ 水 二宮町学校給食センター運営委員会（書面開催） 

２ ９ 水 社会教育委員会議 

２ ９ 水 神奈川県市町村教育長会議（オンライン開催） 

２ ９ 水 
二宮町幼稚園・保育園・小学校連会推進委員会（書面開

催） 

 



 



１月政策会議結果報告 

 

令和４年１月６日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

年が明けてコロナ感染者が急増しているが、各事業の実施にあたり感染予

防対策を徹底すること。次年度予算査定も終わりを迎えているが、DX 等トレ

ンドを踏まえてシステムを使いこなせるよう、学んでいくこと。ただシステ

ムを入れるだけでは町民サービスは向上しないので、データから得た知見を

どう町民に返していくか、どう町民サービスに生かしていくかを考えていく

こと。そのためには部課を超えて連携する意識が必要なため、部長級が率先

して実施していくこと。  

 

【主な付議案件】 

 １ 「町への提案」等について（１月分）        （政策総務部） 

   「町への提案等」について、教育委員会の関係で１件ありました。 

  ・吉田五十八自邸のこと：回答済 

 

【情報交換】 

〇 新型コロナウイルスワクチン接種について（健康福祉部） 

 ラディアンでの集団接種は２月５日開始、接種券を１月 14日に発送予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１月政策会議結果報告 

 

令和４年１月 20日（木）開催分 

 

【町長あいさつ】 

 令和４年度予算案を公表するにあたり十分精査すること。新型コロナウ

イルス感染症の拡大に対し、職員の予防対策をしっかりと行うこと。 

 

【主な付議案件】 

 １ 企業との包括的連携協定の締結について       （政策総務部） 

   産学連携の一環として、町民サービスの向上や効率的な行政運営に資す

ることを目的に、３事業者（①二宮郵便局、②湘南ベルマーレ、③あいお

いニッセイ同和損保）と包括的連携協定の締結について協議を行い決定し

た。 

 

 ２ 「二宮町パートナーシップ宣言制度」の導入について （政策総務部） 

令和４年４月から導入する「二宮町パートナーシップ宣誓制度」につい

て協議行い決定した。 

 

 ３ 二宮町小中一貫教育推進計画（案）について       （教育部） 

   町民意見交換などを含むこれまでの検討結果を踏まえ、令和元年度に作

成した「二宮町小中一貫校設置計画（案）」を、「二宮町小中一貫教育推

進計画（案）」に名称変更し、方向性なども見直しを行ったため、協議行

い、一部修正のうえ、了承を得た。 

 

【情報交換】 

 特になし。 



２月政策会議結果報告 

 

令和４年２月１日（火）開催分 

 

【町長あいさつ】 

職員からも新型コロナウイルス感染者が出ている。３月議会も始まるの

で、各自健康管理には留意すること。 

 

【主な付議案件】 

 令和４年第１回二宮町議会に上程する案件について協議を行った。 

 

【情報交換】 

〇 新型コロナウイルスへの対応について（政策総務部） 

 ・職員がコロナに感染または濃厚接触者になり、人員不足になった場合の対

応を確認しておくこと。 

 ・職員の感染防止対策として、特に昼食時の対応をしっかり行うこと。 

 ・今後、緊急事態宣言が発せられた場合、公共施設の開館やイベント実施の

見直しについて、迅速に対応できるよう、あらかじめ確認をしておくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



事業報告　　　　　　　　　 （令和３年１月21日～令和４年２月９日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

1月21日 金 総合教育会議 町民センター 13

1月24日 月 人権教育担当者会 オンライン 7

2月1日 火 いじめ問題対策連絡協議会 第１会議室 -

2月2日 水 小中一貫カリキュラムワーキンググループミーティング代表者会 オンライン 31

2月9日 水 幼稚園・保育園・小学校連携推進委員会 書面開催 -

2月9日 水 幼稚園・保育園・小学校事務連絡会 町民センター 28

事業予定 （令和４年２月10日～令和４年３月24日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

2月10日 木
児童・生徒指導担当者、教育相談コーディ
ネーター担当者会 オンライン 16

2月16日 水 学校事務連携会議 町民センター 7

2月24日 木 情報教育担当者会 オンライン ９

2月25日 金 英語教育担当者会 教育研究所 7

2月28日 月 小中一貫教育研究担当者会 オンライン 7

3月4日 金 食育担当者会 オンライン 7

3月7日 月 小・中学校校長会 第1会議室 11

3月9日 水 中学校卒業式 各中学校 －

3月10日 木 教頭会兼小・中事務職員会議 町民センター 18

3月14日 月 教務担当者会 教育研究所 7

3月16日 水 学校事務連携会議 町民センター 7

3月18日 金 小学校卒業式 各小学校 －

事業報告　　　　　　　　　 （令和３年１月21日～令和４年２月９日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 人数

1月26日 水 納入物資業務監査 給食センター 5

2月9日 水 第２回学校給食センター運営委員会【書面開催】 - 10

事業予定 （令和４年２月10日～令和４年３月24日）

月日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 予定人数

2月16日 水 納入物資業務監査 給食センター 5

3月16日 水 ３学期給食終了 - ‐

教育総務課事業報告

学校給食センター



 



生涯学習・スポーツ班

月／日曜日 会 議 ・ 行 事 等 開 催 場 所 定員 参加人数

1/21 金 　 山西小放課後子ども教室 山西小学校

1/24 月 　一色小放課後子ども教室 一色小学校

1/26 水
　二宮町民大学講座
　　『西湘二宮が登場する文学を学ぶ」
  　　　 2/2、2/16、2/23、3/2

ミーティング
ルーム1

20 20

1/30 日
　ニュースポーツ体験会（スポーツ推進委員主催）
    ※委員の内部研修のため一般参加不可

町立体育館

1/31 月 　二宮小放課後子ども教室 二宮小学校

2/8 火   文化財保護委員会議
ミーティング

ルーム1

2/9 水 　社会教育委員会議
ミーティング

ルーム1
8 7

生涯学習・スポーツ班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 開始時間

2/12 土
　ラディアン20周年記念事業
　　『やまゆり里山音楽祭』

ラディアン
ホール

14:00

2/13 日
　人権教育研修会
　　映画『彼らが本気で編むときは、』の上映

ラディアン
ホール

13:30

2/19 土
　町民大学講座
　　『にのみや暮らしの歳時記』

ミーティング
ルーム1

13:30

2/20
2/27

日
　青少年健全育成事業
　　『Vamos Live 2022』
　2/20 ダンスパフォーマンス、2/27バンド演奏

ラディアン
ホール

14:00
14:30

2/23
～
3/6

水
～
日

　にのみやこども作品展（二宮小学校） 図書館 －

2/27 日
　ニュースポーツ体験会（スポーツ推進委員主催）
    ※委員の内部研修のため一般参加不可
　　　  　3/12、3/20

町立体育館 9:00

3/6 日 　ラディアンピアノマラソンコンサート
ラディアン

ホール
9:00

生涯学習課事業予定（令和4年2月10日～令和4年3月24日）

生涯学習課事業報告（令和4年1月21日～令和4年2月9日）

中止

中止

中止

中止

書面開催



月／日 曜日 会 議 ・ 行 事 等 開催場所 定員
参加
人数

2/1 火 (試行)資料貸出冊数５冊から８冊に変更 ― ― ―

2/1 火
図書雑誌リサイクル
　　　　　　(～11日まで）約3,500冊提供

展示ギャラ
リー ― ―

2/4 金 第3回図書館協議会
マルチルー

ム１ 委員8人 ―

2/9 水
ちいちゃいおはなし会
(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしの
へや

6組
12人

図書館班

月/日 曜日 主な会議・行事等 開催場所 定員

2/19 金 わらべうたであそぼう(各4組) 和室 各4組

2/22 火
わらべうたであそぼう入門編
（3月8日(火)、3月21日(月・祝）にも開催）

和室 各8組

3/9 水
ちいちゃいおはなし会
(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしの
へや

6組
12人

3/19 土
おはなし会
(事前申し込み制：6組12人上限）

おはなしの
へや

6組
12人

生涯学習課事業報告（令和4年1月21日～2月9日）

図書館班

生涯学習課事業予定（令和4年２月10日～3月24日）



議案第２１号 

 

二宮町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則について 

 

令和４年２月１０日提出 

 

二宮町教育委員会 

教育長 森 英夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔提案理由〕 

二宮町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則について、制定する

ため提案する。 
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二宮町立学校の教育職員の業務量の管理に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、二宮町立学校に勤務する教育職員（公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号。以下「法」という。）第２条

第２項に規定する教育職員をいう。以下単に「教育職員」という。）の業務量の適切な

管理等について必要な事項を定めるものとする。 

（業務量の管理） 

第２条 二宮町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、教育職員の健康及び福祉

の確保を図るため、教育職員が業務を行う時間（法第７条の指針に規定する在校等時間

をいう。）から所定の勤務時間（法第６条第３項各号に掲げる日（代休日が指定された

日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をいう。）を除いた時間（以下「時間外

在校等時間」という。）を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適

切な管理を行うものとする。 

(１) １か月において45時間 

(２) １年において360時間 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、通常予見することのできない児童生徒等に

係る業務の大幅な増加その他の理由により一時的又は突発的に時間外在校等時間が前項

各号に掲げる時間を超える場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教

育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。 

(１) １か月において100時間未満 

(２) １年において720時間 

(３) １か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１か月、２か月、３か月、４

か月及び５か月の期間を加えたそれぞれの期間において１か月当たりの平均時間につ

いて80時間 

(４) １年のうち１か月における時間外在校等時間が45時間を超えて業務を行う月数に

ついて６か月 

（委任） 

第３条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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令和４年度二宮町教育委員会基本方針 

 

 

 教育は人格の形成をめざし、個性を尊重しつつ、自立した人間を育て、幸福な生涯を実

現する上で不可欠なものです。情報化やグローバル化など社会が急激に変化する中、将来

を担う子どもたちには、予測困難な変化に対し前向きに、主体的に向き合い、今まで以上

に他と協調・協働しながら、自らの考えで生涯を切り拓いていく生きる力が求められてい

ます。 

 平成 27 年 10 月に策定し、平成 30 年度に改定した「二宮町教育大綱」において、基本

理念として掲げている、町民一人ひとりの「まちづくりの力」、「地域の力」を活かした「共

に学び共に育つ教育」をさらに推進するため、児童生徒の「生きる力」を育むとともに、

それを取り巻く教育環境の整備、生涯にわたる学習への支援などのさらなる充実を目指し

ます。 

 学校教育については、児童生徒の資質・能力の育成にあたり、町内すべての小中学校が

共通性と一貫性をもって、誰一人取り残さない学級集団・学習集団づくりを通して、「主

体的・対話的で深い学び」を実現し、子ども達が様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人

生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となるよう取り組みを進めます。 

 また、令和５年度の施設分離型小中一貫教育の開始に向けて、一貫校となるそれぞれの

小中学校グループ内で学校教育目標の統一を図ることに加え、分離型により取り組む教育

の内容を整理し、保護者や地域住民にも情報共有しながら、準備を進めます。 

 社会教育については、町民一人ひとりが主人公となる生涯学習社会の実現に向け、地域

の文化や芸術、スポーツの振興と支援に取り組み、生涯にわたり学習することのできる環

境の整備と学習機会の提供に努めます。 

  また、町の歴史や文化を積極的に PR し後世につなげていくとともに、町民と連携した

事業実施を通じて、町民の心豊かな生活へのきっかけや、地域や世代を超えたふれあいに

繋がるよう取り組みを進めます。 

 いずれの教育活動においても、引き続き、新型コロナウイルス感染症に対応するための

「新しい生活様式」を取り入れ、状況に応じて各種活動の適時・適切な見直しを行うほか、

教育等施設長寿命化計画に基づく教育施設の老朽化対策も継続して進め、安全・安心な教

育環境づくりにも取り組みます。 

 なお、施策の推進にあっては、二宮町総合戦略及び第５次二宮町総合計画後期基本計画

と連携しつつ、令和５年度の二宮町総合計画や教育大綱の改定も見据えて、次の 10 年を

意識した教育活動の方向性を整理しながら、取り組むこととします。 

 

資料 No.１ 
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今年度の重点施策 

１ 学校教育（教育総務課） 

１ 児童生徒の「生きる力」の育成 

〇自ら学ぶ力を養うための教育の推進 

・ＩＣＴ環境を活用した学びの充実 

 

２ すべての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備 

〇支援が必要な児童生徒への対応の充実 

・ヤングケアラー等に対する体制の強化 

・医療的ケア児の支援に向けた取り組み 

〇教職員の働き方改革の推進 

・部活動改革に向けた方向性の整理 

〇児童生徒の学習環境の整備 

・長寿命化計画に基づく学校施設等の計画的な改修 

 

３ 将来に向けた特色ある学校づくりの推進 

〇小中一貫教育の推進 

   ・ 施設分離型小中一貫教育の開始に向けた取り組みの推進 

   ・ かながわ学びづくり推進地域研究委託事業「９年間を見通した共通性と一貫性

のある指導・支援を通じた『学びに向かう力』の醸成と資質・能力を育む指導

のあり方」の実施 

 

４ その他、学校教育における取り組み 

〇学校給食センターにおける取り組み 

  ・什器等の計画更新 

 

５ 学校教育に関する情報発信の強化 

〇学校ホームページや町ホームページ、広報紙等の積極的な活用 
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２ 社会教育（生涯学習課） 

１ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴史・文化・スポーツに触れる機会の提供 

① 文化芸術の振興・支援 

② スポーツの振興・支援 

（２）図書館事業の推進 

① 子育て世代と子どもたちの利用の促進 

② 図書館資料の充実と利用しやすい環境づくり 

③ 町の歴史や文化、ゆかりの人物に関する情報と資料の収集活用 

 

（３）社会教育事業の推進 

① コミュニティ・スクールと連携した地域学校協働活動の推進 

 

２ 社会教育施設の管理運営 

（１）各施設の適切な維持管理と運営 

①「(仮称)新庁舎・駅周辺公共施設再編計画」をふまえた、生涯学習センター「ラ 

ディアン」及び図書館のあり方の検討  

 

３ 社会教育に関する情報発信の強化 

（１）二宮町ホームページや広報紙等の積極的な活用 
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１ 学校教育 

すべての教育活動を通して、児童生徒が人権尊重の意識を高め、自分の大切さとともに

他の人の大切さを認めることができるようになり、安心して楽しく学ぶことのできる学校

づくりを進めます。 

このような人権教育の推進を基盤に「教育環境のさらなる充実」、「生きる力の育成」を

基本とし、各学校では「子どもたちの育つ力」、「家庭･学校･地域の育む力」、「行政の支え

る力」をあわせ、自ら学び自己実現をめざす児童生徒の育成に努めます。 

 

１ 児童生徒の「生きる力」の育成 

（１）自ら学ぶ力を養うための教育の推進 

① 言語活動の充実を基盤とした学び合いの促進            

・自ら学び、確かな学力を身につけられるよう、これまで培ってきた各教科にお

ける言語活動の工夫を柱として言語能力の確実な育成を図るとともに、学び合

いを重視した授業への改善に努めます。、他人の意見も尊重でき、互いに思考

を高め合える子どもを育成します。 

 

② 英語教育を通じたコミュニケーション能力の育成                         

・小学校に、引き続き中学校英語科免許を持った教員を配置することで、授業や

研修会等を通じて、小学校教員の英語指導力の向上を図ります。 

・小中学校の教員がともに学び合う機会を通じて、英語教育に関わる教員の指導

力向上を図るとともに、小中学校間の学びを円滑に接続し、コミュニケーショ

ンを図る資質・能力を育成する授業づくりに努めます。 

・小中学校の英語教育において、ALT(外国語指導助手)の活用等を通じて、異文

化理解、コミュニケーション能力を育成する授業づくりに努めます。 

・英語検定費用の助成範囲を３級に加えて準２級以上にも拡大し、生徒の受験意

欲を高めることを通じて、英語力と学習意欲の向上を図ります。 

・英語検定費用の助成を通じて、生徒の受検意欲を喚起し、英語への興味・関心

と英語力の向上を図ります。 

 

③ ＩＣＴ環境を活用した学びの充実                重点施策 

  ・これまでに整備したタブレット端末や実物投影機をはじめとするＩＣＴ機器

の活用を進めるとともに、情報技術に関する理解の推進と効果的な授業の実施

に向けた研修を引き続き行います。 

  ・タブレット端末をはじめとするＩＣＴ機器を最大限に活用するため、情報技

術に関する理解の推進と効果的な授業の実施に向けた研修を引き続き行うとと
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もに、ＩＣＴ機器の活用を通じて、多様な子どもたちの情報活用能力や、工夫

する思考の育成を図ります。 

  ・児童生徒一人１台のタブレット端末を効果的に活用するための授業支援シス

テムやドリル教材を導入活用し、子どもたちの学びの充実を図ります。 

  

④ 道徳教育ならびに特別活動の充実 

・特別の教科である道徳の教科化の趣旨に則り、学校の教育活動全体を通じて他

者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことができるよう、

道徳的な心情、判断力、実践意欲と態度等を育てるとともに、特別活動との連

携による自主的、実践的な力の育成に努めます。 

 

⑤ 学校体育の充実 

・生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育み、健康の保持増進と体力の向上

を図ります。 

 

 

２ すべての児童生徒が安心して学べる教育環境の整備 

（１）支援が必要な児童生徒への対応の充実 

① いじめ、不登校、ひきこもり、ヤングケアラー等に対する体制の強化 

         重点施策 

・問題行動の未然防止・早期発見・早期対応に向けて、各校の児童生徒指導体制

を見直し、児童生徒理解を着実に進めるとともに、児童生徒指導担当、教育相

談コーディネーター、スクールカウンセラー、心理教育相談員、スクールソー

シャルワーカー等による相談支援体制の充実を図ります。 

・ヤングケアラーの早期発見・早期支援に向けた講演会を開催し、町全体でヤン

グケアラーに対する理解を深めるとともに、教育、福祉、医療等の関係機関の

連携を一層強化します。 

・教育研究所内の教育支援室（やまびこ）において、不登校児童生徒への学習支

援や生活支援をより一層進めます。 

・「二宮町いじめ防止基本方針」に基づき、二宮町におけるいじめ防止対策の総 

合的かつ効果的な推進を図ります。 

・各校のいじめ防止基本方針について随時見直しを図り、適切に活用します。ま

た、いじめ防止に関して児童生徒が積極的に関わる取り組みを進めます。 

 

② インクルーシブ教育・支援教育の充実              重点施策 

・学校、家庭、関係機関等の連携のもとに支援体制を整え、個々の教育的ニーズ
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を的確に把握し、その持てる能力､個性を伸ばす教育を進めます。 

・小・中学校へ支援教育補助員を配置し、学習上・学校生活上の困難に応じた支

援に努め、インクルーシブ教育の充実に取り組みます。また、外国籍等児童生

徒への日本語指導、ことばの教室(そにっく)の運営等、きめ細かな指導を進め

ます。 

・医療的ケア児が入学する学校に医療的ケア看護職員を配置して、医療的ケアを

実施します。また、「町立学校における医療的ケア実施に関するガイドライン」

に基づいて、医療的ケア児の支援体制について定期的に評価し、医療的ケア児

が安心して教育を受けることができるよう関係機関が相互に協力しながら取り

組みを進めます。 

 

  （２）教職員の働き方改革の推進  

① 働く場としての環境整備                      

       ・学校間ネットワークや統合型校務支援システム、タブレット端末等を活用し、

校務や教材研究等に集中できる時間や児童生徒と向き合う時間の確保に向けた

取り組みを推進します。また、勤怠管理システムを活用し、学校の管理職と連

携を取りながら、ワークライフバランスを含むタイムマネジメント等の意識改

革を進め、心身ともに健康を維持できるような取組みを進めます。 

 

・学校間ネットワークパソコン等を更新し、校務や教材研究にかかる業務効率の

向上を図るとともに、タイムカードを導入・管理することで、勤務時間をより

意識する環境を整えます。 

 

② 統合型校務支援システムの効果的な活用             重点施策 

・各校において、統合型校務支援システムを活用することで、校務のさらなる正

確性の確保や効率化を図ります。 

 

②部活動改革に向けた方向性の整理 部活動ガイドラインに基づく部活動の充実 

  重点施策 

・令和５年度以降の学校の働き方改革を考慮した休日の部活動の段階的な地域移

行に向け、国や県の方向性や他地区の実践研究事例等を基に、学校と地域が協

働・融合した二宮町における部活動改革に向けた方向性の整理を行います。 

       ・令和元年度に策定した「二宮町立学校に係る部活動の方針」に基づき、中学校

における部活動について、引き続き適正かつ充実した取り組みとなるよう推進

します。 
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③ 外部人材と外部情報の効果的な活用 

・学習協力者や体育・文化活動指導員など、専門的な知識や技能を持つ外部人材

と外部情報の活用をより一層進めていきます。 

 

（３）教職員の指導力の向上 

① 「教職員授業力向上研究事業」の推進               

・学習の基盤となる基礎的･基本的な知識・技能の確実な習得とともに、小中学

校間の連携を図り、現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を育む授

業づくりに努めます。 

・児童生徒の学力向上を目指して、校内研究のさらなる充実を図り、授業改善に

努めます。 

 

② 教育研究所における研修の充実                 

・学校教育に関する調査研究や各種教職員研修、指導主事教育指導員による訪

問指導等を実施し、教職員の資質及び指導力の向上を図ります。教職員研修

については、児童生徒指導、特別支援教育、学習指導・学級経営に関する研

修を１年に１つずつ取り上げ、３カ年計画で実施していきます。 

・教職員とともに、保護者や地域住民も参加できる研修を通じて、二宮町の教育

について共通理解を深めます。 

 

（４）児童生徒の学習環境の整備 

  ① 長寿命化計画に基づく学校施設等の計画的な改修         重点施策 

  ・学校施設等現況調査委託の結果を踏まえた長寿命化計画（個別施設管理計画）

に基づき、学校施設及び学校給食センターの計画的な改修を進めます。 

・各校の体育館にＬＥＤ照明を導入し、ＳＤＧｓの実現に向けて地球環境に

配慮した学習環境の場を目指します。 

 

３ 将来に向けた特色ある学校づくりの推進 

（１）小中一貫教育の推進 

  ① 施設分離型小中一貫教育の開始に向けた取り組みの推進      重点施策 

   ・令和５年度の施設分離型小中一貫教育の開始に向け、一貫校となるそれぞれの

小中学校グループ内での学校教育目標の統一や、教育内容の整理、一色小学校

児童の中学校選択制の検討などを進めるとともに、保護者や町民への説明会を

実施します。 

   ・「二宮町小中一貫教育校設置計画（案）」について、令和元年度に実施した意見

交換会で寄せられた意見等を踏まえ、さらに調査研究を進めながら、計画案の
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見直しを行い、策定に向けた取り組みを進めます。 

② 小中一貫教育カリキュラム研究の推進               

・これまでの研究成果をいかし、小中学校教員合同のワーキンググループでの活

動を通じて、9年間を見通した授業づくりを目指します。 

 

  ③ かながわ学びづくり推進地域研究委託事業「９年間を見通した共通性と一貫性

のある指導・支援を通じた『学びに向かう力』の醸成と資質・能力を育む指導の

あり方」の実施                         重点施策 

・小中一貫教育の基盤づくりとして、「誰一人取り残さない一人も見捨てられない

学級集団・学習集団づくり」をテーマに、町内すべての小・中学校が９年間を

見通した共通性と一貫性をもった指導・支援に取り組み、主体的・対話的で深

い学びを通して、これからの時代に求められる資質・能力の育成を図ります。 

 

④ 郷土愛の育成 

・郷土を愛する気持ちを育むために、総合的な学習の時間を中心に、探求的な活

動を推進します。また、地域教材等を活かした副読本の研究を進めます。 

・地域の行事への積極的な参加を促し、地域交流を通じて郷土を愛する気持ちを

育てます。 

 

（２）コミュ二ティ・スクール運営の促進 

① 学校運営協議会の円滑な運営のための支援            

・町内すべての小・中学校に組織した学校運営協議会の円滑な運営により、学校

が地域と一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」を推

進します。 

・各学校の学校運営協議会代表者や学校長に加え、地域学校協働活動推進員が一

堂に会する情報交換会を定期的に開催し、各学校における取り組みの共有と活

性化を図ります。 

 

② 地域との連携による児童生徒の活動の促進             

・学習協力者、体育・文化活動指導員等の地域教育力による支援を推進します。 

・総合的な学習の時間、ボランティア活動、職場体験など、地域で学ぶ教育を推

進します。 

 

 

 

 

 

３-（２）から３-（１）に移動 
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４ その他、学校教育における取り組み 

（１）学校における安全対策、安全教育 

・「二宮町学校防災マニュアル」とともに、「二宮町教育委員会学校防災方針」

の見直しを行うとともに、各学校「防災マニュアル」の見直しを行い、適切

に運用することで、児童生徒の安全確保に努めます。 

・「二宮町児童生徒安全対策協議会」等を通し、地域や関係機関と連携した安

全体制の構築を推進します。 

・「二宮町通学路交通安全プログラム」に基づき、関係機関が連携して、児童

生徒が安全に通学できるように、通学路の安全確保を図ります。 

・「学校の新しい生活様式」に則して、学校教育活動全般における感染対策を

実施します。 

 

（２）情報教育 

・児童生徒一人に１台のタブレット端末を効果的に活用し、高度情報化社会に

生きる児童生徒の情報活用能力と情報社会に参画する態度の育成に努めま

す。 

・ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）によるトラブルやネット依

存など情報化社会の進展に伴う課題に対応するため、携帯電話・インターネッ

トに関する安全・安心教室の開催や、家庭への啓発活動の促進等により、情報

モラル教育の充実に努めます。 

 

（３）読書指導 

・朝読書や読み聞かせの時間をはじめ、教育活動の中に読書の時間を取り入れ

ることで、読書習慣の形成に取り組みます。 

・学校図書館指導員を配置し、利用頻度を高めるように環境整備を進めます。 

  ・学校図書館や町図書館の利用を進め、読書を通じて「考える力」、「感じる力」、

「想像する力」を身につけられる機会を確保し、児童生徒の「主体的な学び」

に繋げます。 

 

（４）「幼・保・小・中」の連続性を大切にした指導 

・園児と児童の交流や幼・保・小の教職員の合同研修、情報交換の機会などを

通じて、学びや育ちの連続性を大切にしたスタートカリキュラムへの理解を

深め、幼児教育と学校教育の学びを円滑に繋ぎます。 

・「幼・保・小交流会」や「小・中交流会」等の充実を図り、学びや育ちの連

続性を大切にした、幼児教育から学校教育及び異校種間の円滑な接続を図り

ます。 
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（５）学校給食センターにおける取り組み               重点施策 

・現在の給食センターへの移転から 10年が経過したことを踏まえ、今後も安

全・安心な給食を提供していくため、厨房設備を中心に、優先順位を定め、

計画的な修繕を実施します。 

 

・調理及び配送、配膳業務を委託した民間業者と連携し、安全でおいしい給食

の安定的な提供に努めるとともに、栄養バランスのとれた、心のこもった手

作りの給食を通して、児童生徒が食の大切さを学ぶ食育の充実を図ります。 

・子どもたちが地域の産業や農産物を身近に感じ、興味・関心が高まるよう、

地産地消を推進します。 

 

５ 学校教育に関する情報発信の強化 

（１）学校ホームページや町ホームページ、広報紙等の積極的な活用   重点施策 

  ・地域とともにある開かれた学校づくりを推進するため、町ホームページや広

報紙、フェイスブック、学校だより等従来の手法に加え、学校独自のホーム

ページを積極的に活用し、タイムリーで効果的な情報の継続的な発信に努め

ます。 
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２ 社会教育 

町民一人ひとりが、生涯いつでもどこでも自由に学習することができ、その成果が適切

に評価されるような「生涯学習社会」の実現と共に個性豊かで活力に満ちた地域社会の実

現を目指し、町民が主体となった多様な学習機会の提供、文化活動・生涯スポーツの推進

を図ります。 

１ 地域文化の向上 

（１）二宮の自然・歴史・文化・スポーツに触れる機会の提供 

① 文化芸術の振興・支援              重点施策 

・「文化祭」、「ピアノマラソンコンサート」、「民俗芸能のつどい」などを開催する

ことで、町民の活動の成果発表の場や、伝統芸能保存の場を提供し、郷土愛の醸

成に努めます。 

・ふたみ記念館開館 10周年を記念した展示や観光事業との連携を通じて、画家二

見利節の認知度の向上と施設の有効活用を進めます。 

・「湘南二宮バーチャル郷土館」の充実、町所蔵の文化財や資料展示を行い、文化

や歴史に触れる機会を提供します。また、町指定文化財などの貴重な資料の整

理・保存を進めるとともに、埋蔵文化財を題材とした「ふるさと再発見」を発行

し町の魅力を発信します。 

 

 ② スポーツの振興・支援                          重点施策 

・町民が集う場である「町民体育祭」について、社会情勢や役員負担への配慮を

踏まえ、子どもから大人まで、だれもが安全、安心して参加できる事業に向けて

取り組みます。 

・スポーツ推進委員連絡協議会や、スポーツ協会と連携し、町民がスポーツに触

れる機会の創出に取り組みます。 

 

③ 学習機会の整備・提供 

・生涯学習情報誌「身近な余暇ガイド」の更新を進め、町民の学習機会・余暇活

動の充実・促進を図ります。 

・神奈川大学との包括協定事業の一環として、大学の資源を活用した事業を実施

します。 

・町民主体で開催する「にのみや町民大学講座」や、地域における生涯学習活動

の振興に資する「地域生涯学習振興事業補助金」により、学習機会を提供します。 
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（２）図書館事業の推進 

① 子育て世代と子どもたちの利用の促進              重点施策 

・生涯を通した利用の入口として、「ブックスタート事業」（子育て・健康課共

催）や親子向け事業に取り組みます。また、「こどものほんコーナー相談員」

の定期配置とともに、資料に関する質問や読書相談に対応できるよう職員のス

キルアップに取り組みます。 

・町内の小中学校、高等学校、幼稚園や保育園と連携し、情報の発信や図書館資

料の貸出、職業体験や見学受け入れを通じて、読書習慣形成への後押しや図書

館利用の推進に取り組みます。 

・子どもたち一人ひとりが自分らしい生き方を実現していく過程で、さまざまな

考えや文化に触れられるよう、ティーンズコーナーの充実とＰＲに取り組みま

す。 

 

② 図書館資料の充実と利用しやすい環境づくり           重点施策 

・町の文化と情報の拠点として、町に暮らす幅広い世代、さまざまな立場の町民

に活用されるよう、定期的かつ多様な資料の更新、図書館基金を活用した幅広

い資料の充実に取り組みます。 

・子育て関連図書や、健康・医療関連図書をはじめとする各コーナー、各フロア

について、魅力ある書架づくりを進めます。 

・新着資料のお知らせメールや資料予約、読書記録作成などのホームページサー

ビスの利用促進をはじめ、アクセスしやすい環境づくりに取り組みます。 

・図書館利用の促進を図るため、資料やサービスについて、図書館独自の広報ツ

ール（図書館だより、ホームページ、Twitter）を通じた情報発信を進めるとと

もに、町広報ツール（広報にのみや、町ホームページ、町 Facebookなど）も活

用します。 

・図書館がより身近な存在として多くの町民に親しまれるよう、庁内各課や関連

機関との連携、町民との協働や協力を意識した運営に努めます。 

 

③ 町の歴史や文化、ゆかりの人物に関する情報と資料の収集活用    重点施策 

 ・町にゆかりのある人物や資料の整備と紹介を行い、歴史と文化を育む風土の醸

成に取り組みます。 

    ・町に関する資料や行政資料を収集整理し、地域への理解と思いの涵養に努めま

す。 

 

（３）社会教育事業の推進 

① コミュニティ・スクールと連携した地域学校協働活動の推進     重点施策 

・地域住民・学校・団体・企業等多様な主体が参画できるようなネットワーク作
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りの中心となる地域学校協働活動推進員を配置し、見守り、学習支援、放課後の

居場所づくりなど地域学校協働活動を推進します。 

・放課後の安全・安心な居場所づくりと子どもたちの豊かな人間性を育むため、

地域学校協働活動推進員と共に、地域のボランティアの方々の協力のもと放課

後子ども教室を実施します。 

② 人権教育の推進 

・さまざまな人権問題に対し、人権意識を育むために人権教育研修会等を開催し

啓発を行います。 

 

③ 青少年の健全育成 

・青少年指導員連絡協議会との連携や、「中学生交流洋上体験研修」などのレクリ

エーションや体験活動を通じて、子どもたちの社会性、主体性を育み、将来地域

を担う青少年の育成を行います。また、「青少年の健全育成キャンペーン」など

を実施する青少年環境浄化推進員については、時代に即した活動の検討を行い

ます。 

 

④ 社会教育関係団体との連携 

・ＰＴＡ連絡協議会や子ども会育成会連絡協議会と協力した事業の開催や、団体

事業への支援や情報提供を通じた協力・連携に取り組み、家庭や地域における生

涯学習活動を後押しします。 

 

２ 社会教育施設の管理運営 

（１）各施設の適切な維持管理と運営 

①「(仮称)新庁舎・駅周辺公共施設再編計画」をふまえた、生涯学習センター

「ラディアン」及び図書館のあり方の検討              重点施策 

・「(仮称)新庁舎・駅周辺公共施設再編計画」をふまえ、町民の交流拠点として

ラディアン及び図書館の活用方法やあり方の検討を進めるとともに、改修に向

けて、町民や利用者への事前周知を進めます。 

  ② 受益者負担の在り方の検討 

  ・インボイス制度導入をふまえ、各施設や設備、利用形態をふまえた受益者負担

の在り方の検討を進めます。 

    ③安全・安心のための施設の維持管理 

・町立体育館の各種改修をはじめとして、町民をはじめとする多くの利用者に安

全に利用していただける施設管理に取り組みます。 

 

 



 

14 

 

３ 社会教育に関する情報発信の強化 

（１）二宮町ホームページや広報紙等の積極的な活用          重点施策 

・町民が等しく生涯学習の機会を得られるよう、二宮町ホームページや広報紙等

を通じて、学習・文化、スポーツ等の情報を積極的に発信していきます。 

 

 















































































































































日

月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

稼働
日数

小
中

土 日 ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ 祝 土 15 15

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 15
日 ○ 祝 祝 祝 ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 19 19

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 19

○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ 22 22

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 22

○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 土 日 土 日 11 11

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 11

土 日 祝 土 日 土 日 土 日 0 0
0

○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ 祝 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 19 19

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 19
土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 20 20

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 20

○ ○ 祝 ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 20 20

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 20

○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ 土 日 土 16 16

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 16

祝 祝 土 日 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 15 15

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 15

○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 祝 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 祝 ○ 土 日 ○ ○ 19 19

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 19

○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 土 日 12 12

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 12
188

188

11

令和４年度　小・中学校給食実施計画表（案）
令和４年１月17日　作成

4

5

6

7

8

9

10

【備考】　※現行給食費（平成21年度改訂）の算出根拠となっている実施予定数は、年間178食（小学校１食約250円、中学校１食約297円）です。

12

1

2

3

注：小学校・・・○
　　 中学校・・・◎

計 188
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１ 策定の背景 

近年、学校に在籍する日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受ける

ことが必要不可欠である児童生徒（以下「医療的ケア児」という。）が年々増加しており、

医療的ケア児を取り巻く環境が大きく変わりつつあります。 

そのため、国では「学校における医療的ケアの今後の対応について（通知）」（平成 31 年

３月 20 日 30 文科初第 1769 号 文部科学省初等中等教育局長通知）により、小中学校等

を含む全ての学校における医療的ケアの基本的な考え方や医療的ケアを実施する際に留意

すべき点等を整理し、医療的ケア児への対応をとりまとめました。 

また、令和３年６月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年

法律第 81号）」が制定され、国及び地方公共団体等は、医療的ケア児に対して教育を行う体

制の拡充を図ることが求められています。 

 本町においても、医療的ケア児が、その心身の状況に応じて適切な教育、医療、その他の

関連分野の支援が受けられるよう、「二宮町教育支援委員会」において、諸課題について検

討していきます。医療的ケア児の教育に当たっては、安全の確保が保障されることを前提に、

将来の自立や社会参加のために必要な力を培うという視点に立ち、一人一人の教育的ニー

ズに応じた指導を行うことが大切です。教育委員会では、早期からの教育相談・支援、保護

者や医療機関との連携、必要な人材確保を含め、一体的な体制整備を進めていきます。 

 

 

２ 策定の目的 

このガイドラインは、二宮町立学校に在籍する児童生徒を対象として行う医療的ケアに

ついて、その実施に関する総合的な基準を示すとともに、実施上の配慮事項、適切な校内の

実施体制等について定めるものです。 

各学校においては、このガイドラインを踏まえ、医師の指導のもと、医療的ケア看護職員

と教員等の相互連携により、在籍する医療的ケア児の自立促進と健康で安定した学校生活

を送ることができるよう校内実施体制の整備を図ります。 

なお、本ガイドラインは、必要に応じて随時見直しを行うものとします。また、医療的ケ

アの実施に係る申請手続等については、「二宮町立学校における医療的ケア実施要綱」で別

途定めるものとします。 

 

 

３ 医療的ケアの範囲及び実施者 

「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」では、「医療的ケア」とは、「人

工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう」とされています。また、一般

的には、医療的ケアとは、病院等の医療機関以外の場所（学校や自宅など）で日常的に継続

して行われる、喀痰吸引や経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿、インスリン注射などの

医療行為を指し、病気治療のための入院や通院で行われる医療行為は含まれないものとさ

れています。これらの医療行為のうち、教育委員会が、校内で安全に実施することができる
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と判断した日常的ケア及び応急的ケアを医療的ケアの範囲とします。また、実施に当たって

は医療的ケア看護職員が実施することを基本とします。 

 

 

４ 実施体制 

医療的ケアの実施に当たっては、教育委員会に設置されている教育・福祉・医療等の関係

者で構成した「二宮町教育支援委員会」において実施に関する協議を行います。 

また、医療的ケアを実施する学校では、校長の管理責任の下、医療的ケア看護職員、関係

する教諭・養護教諭、学校医等によって組織した「医療的ケア安全委員会」を設置し、医療

的ケア看護職員が、主治医の指示のもとで、医療的ケア児との関係性が構築されている教職

員と連携しながら、組織的に医療的ケアを実施することができるよう体制を構築します。 

 

 

５ 対象者 

小・中学校で実施する医療的ケアの対象者は、障がいの状態や医学的見地からの意見等を

踏まえ、二宮町教育支援委員会において、通常学級又は特別支援学級に就学することが適当

と答申されたもの、又はそれに準ずると教育委員会が判断したもので、安全性の確保はもと

より、十分な教育を受けられることについて保護者が合意した児童生徒とします。 

 

 

６ 医療的ケアの実施に向けた役割 

（１）教育委員会の役割 

教育委員会は、医療的ケア児に関わる関係者（教育委員会、学校、保護者、主治医等）が

相互に協力し、それぞれの役割分担を実践できる体制を整備し、安全を確保するために十分

な措置を講じます。 

【主な役割】 

①医療的ケアに係るガイドラインの策定 

②医療的ケア実施に係る要綱の策定 

③医療的ケアを実施する医療的ケア看護職員等の確保及び必要に応じた研修の実施 

④主治医及び医療機関との連携 

⑤学校における「医療的ケア安全委員会」の設置・運営に係る指導・助言 

 

（２）学校の役割 

医療的ケア児が在籍する学校は、組織的な対応ができるよう、学校長を中心に教職員等が

協力する体制を構築します。医療的ケアの実施に係る基準やルールの整備を行い、教育委員

会・主治医・保護者等と連携を密接に行い、医療的ケア児の安全確保に努めます。 

また、緊急時における迅速な対応については、校内における実施体制や医療機関等との連

携を図って実施します。 

【主な役割】 
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①「医療的ケア安全委員会」の設置・運営 

②各教職員の役割分担 

③保護者、医療機関等との連携体制の構築 

④緊急時の体制整備 

 

（３）医療的ケア看護職員の役割 

医療的ケア看護職員は、主治医の指示に基づいて医療的ケアを実施します。 

【主な役割】 

①医療的ケア児のアセスメント・健康管理 

②医療的ケアの実施 

③医療機関等との連携 

④教職員・保護者との情報共有 

⑤医師の指示に基づく「医療的ケア個別対応マニュアル」の作成 

⑥医療的ケアの記録・管理・報告 

⑦その他、医療的ケア業務に係る所属長が指示する事項 

 

（４）主治医の役割 

主治医は、医療的ケア児の健康状態及び実施状況について保護者又は学校等から情報を

取得し、その内容に基づいて医療的ケアに係る指示を行います。 

【主な役割】 

①医療的ケア児や学校の状況を踏まえた指示 

②課外活動や宿泊学習等への参加体制についての指導・助言 

③教育委員会及び学校への情報提供 

④保護者への説明 

 

（５）学校医の役割 

学校医は、医療的ケア児の健康状態及び実施状況について学校から情報を取得し、主治医

との連携（医療的ケアに係る指示等）を基に、個々の実施に当たっての指導・助言を行いま

す。 

【主な役割】 

①医療的ケア実施に当たっての指導・助言 

②「医療的ケア個別対応マニュアル」等への指導・助言 

③課外活動や宿泊学習等への参加体制についての指導・助言 

 

（６）保護者の役割 

保護者は、学校における医療的ケアの実施体制と責任の分担について理解し、医療的ケア

看護職員等に医療的ケア児の健康状態を報告する等、適切なケアを受けるために協力しま

す。 

【主な役割】 
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①学校との連携・協力 

②緊急時の対応 

③医療的ケア児の健康状態の報告 

④学校と主治医の連携への協力 

⑤経費負担及び物品管理 

 

 

７ 関係機関の連携 

（１）学校における連携 

学校において医療的ケアを実施するに当たり、学校長を中心として、医療的ケア看護職

員・養護教諭、担任等を含む全教職員が、医療的ケア児への対応と学校における医療的ケア

の教育的意義を理解するとともに、医療的ケア児に関する情報を共有し、連携を図ることが

必要です。 

安全に医療的ケアを実施するためには、「医療的ケア安全委員会」を設置・運営し、校内

において連携協力しながらそれぞれの役割と責任を果たしていくことが重要です。 

また、日常におけるヒヤリ・ハット等の事例の蓄積と予防対策、緊急時における役割分担

等についても事前に共有する必要があります。 

 

（２）医療機関との連携 

学校における医療的ケアの実施に当たっては、医療分野の専門的な指示が必要であり、主

治医や学校医との連携が不可欠です。 

主治医に医療的ケアの指示を依頼する際には、当該学校における医療的ケアに関わる情

報を提供します。また、医療的ケアを実施後は、医療的ケア児の健康状態、医療的ケアの実

施内容等の情報を取りまとめて報告します。 

なお、緊急時における対応の為に、学校医等の市内の医療機関とも連携し、医療的ケア児

の安全確保を図ります。 

 

（３）保護者との連携 

学校での医療的ケアの実施には、保護者の理解や協力が不可欠です。 

保護者が、医療的ケア児の健康状態、家庭での医療的ケアの内容や頻度、想定される緊急

時の対応等を、予め学校に説明をすることで、実施可能な医療的ケアの範囲についての共通

理解を図ることが可能となります。 

学校は、緊急時における保護者との連絡手段を確保し、健康状態がすぐれない場合等の対

応について、保護者とその都度協議を行い、安全に医療的ケアが実施できるよう努めます。 

 

（４）関係校園（所）との連携 

医療的ケアを実施するに当たっては、就学・進学時における情報共有を行い、「点」では

なく、「線」として継続的に支援を行うことが重要です。保護者の同意に基づき、前籍校園 

（所）や就学・進学先の学校等と情報共有を行い、「線」としての継続的な支援へつながる
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ように関係校園（所）が連携するように努めます。 

 

 

８ 事故への対応 

（１）医療的ケア実施関係者の責任 

医療的ケアの実施において、各関係者はそれぞれ役割を担い、医療的ケアに係る事故が起

きないように、あらゆる事態を想定し万全の体制で行うこととします。 

しかし、突発的な事故等が発生した場合には、医療的ケア児の生命の危機に陥るリスクが

あることから、医療的ケアの実施に関わる者は、常に責任を全うするよう努め、随時、医療

的ケア児への対応状況を確認します。 

【主な役割】 

①教育委員会  ：実施状況や情報把握による未然防止等 

②学校     ：実施体制や実施状況の把握等 

③主治医・学校医：医療的ケア児の状態把握、実施者及び学校の実施体制に合わせた適切な指示 

④医療的ケア看護職員：主治医の指示に基づいた職務の遂行等 

⑤保護者    ：学校での実施状況の把握、健康状態等の報告、主治医の指示の履行等 

 

（２）事故への対応・検証 

学校における医療的ケアの実施に当たっては、事故の未然防止に向けた体制整備を行っ

た上で取り組むこととしていますが、万一事故が発生した場合は、落ち着いて対応し必要な

措置を講ずることとします。 

なお、事故発生時は、必ず事故原因、対応状況、結果等をまとめ、学校から教育委員会へ

報告し、体制整備等必要な見直しを行い、今後の再発防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 



 



令和３年度 ３月教育委員会議定例会予定 

 

 

１ 日 時  令和４年３月２５日（金）９時３０分から 

 

２ 場 所  町民センター ２Ａクラブ室 

 

３ 付議事項  

 （１）令和４年度二宮町教育委員会基本方針について 

（２）教職員等人事について 

（３）教育委員会事務局職員等人事について 

 

４ 報告・協議事項 

（１）教育長職務代理の指名について 

（２）辞令交付式について 

（３）その他 

 

※ 出席を要する主な行事 

      ３月 ９日（水）        中学校卒業式 

   ３月１８日（金）        小学校卒業式 

   ３月２５日（金） ９時３０分  ３月定例教育委員会議（町民センター２Ａクラブ室） 

   ３月３１日（木）        教職員等転退職者辞令交付式 

   ４月 １日（金）        教職員等辞令交付式 

   ４月 ６日（水）        小中学校入学式 

   ４月２８日（木） ９時３０分  ４月定例教育委員会議（町民センター２Ａクラブ室） 


